
Memorandum of Agreement

非商用作品撮りの覚書 

  1.  この覚書は非商用作品撮りにおいて、著作権及びモデルの権利を守るため締結します。 
  2.  撮影日時、場所、衣服及びメイク等撮影に関すること、及び報酬は事前にお伝えします。 
  3.  所定の時間内に待合せ場所に戻ることを基本とし、その他の場合は事前にご連絡致します。 
  4.  もし連絡なく所定の時間に遅れた場合撮影はキャンセルされます。 
  5.  Confirmation（確認）と記載されたメール/メッセージには24時間以内に返事をしてくださ 

い。 
  6.  撮影した写真の著作権は日本国法律により撮影者に所属します。 
  7.  撮影した写真は、関係者のインスタグラム等のSNSに載せることができます。 
  8.  事前の許可なく商用に使用することはありません。 
  9.  写真を展示会あるいはコンテストに出展する場合は事前に許可を得て、写真が売れた場合、 
　    必要経費を除き、原則撮影に関わった当事者間で折半とします。 
10.  撮影後1ヶ月以内にJPEG画像を、原則5枚以上お渡しします。制約なく自由にお使いいただ

けます。 
11.  撮影にあたり得た個人情報は、あらかじめ了承をえず他言することはできません。 
12.  撮影に関し問題が起きた場合はお互いに誠意をもって対応し、問題解決につとめます。


